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アンケートへのご協力のお願い 

調査票の提出方法に関するアンケート 

【 歯科診療所用 】

Ｑ１　施設の種類をお答えください。

病院 一般診療所 歯科診療所

Ｑ２　今回利用した提出方法をお答えください。（あてはまるものすべて）

調査票（紙） オンライン調査 調査票（紙） CD-R等（電子調査票） オンライン調査

【調査票（紙）またはCD-R等（電子調査票）で提出した場合 】

Ｑ３　オンライン調査を利用しなかった理由をお答えください。（あてはまるものすべて）

【オンライン調査を利用した場合 】

Ｑ４　オンライン調査を利用した感想について以下の質問にお答えください。
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Ｑ５　アンケートの回答者についてお答えください。

職務事職療医職務事

調査票（紙）の方が記入内容や入力内容を確認しやすいから

FAX送信先：０３－３５９５－１６３６
厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室宛

調査票の提出方法に関するアンケート
（平成２９年医療施設静態調査・患者調査）

「医療施設静態調査」及び「患者調査」それぞれについて、あてはまるものにチェック☑を入れてください。

査調者患査調設施療医

査調者患査調設施療医

調査票（紙）の方が記入や入力がしやすいから

調査票（紙）の方が作業を分担しやすいから

調査票提出の院内手続き上、紙が必要だから

オンライン調査システムはログイン等が難しい・面倒だから

動作環境（インターネット接続の有無、OS、ソフト等）が合わないから

オンライン調査で回答を試してみたがうまくいかなかったから

うまくいかなかった具体的理由　（自由記載）

情報漏洩、セキュリティが心配だから

その他オンライン調査を利用しなかった理由　（自由記載）

査調者患査調設施療医

患者調査

オンライン調査票の入力作業は面倒でしたか

オンライン調査票の動作は重たかったですか

オンライン調査票の入力チェックは厳しかったですか

ＤＰＣ調査データ読み込み機能は便利でしたか（利用した場合）

レセプトデータ読み込み機能は便利でしたか（利用した場合）

コールセンターがあることを知っていましたか

コールセンターへは繋がりやすかったですか

問題があった場合の具体的内容／
その他の問題点　（自由記載）

年齢 下以代歳02下以代歳02

ご協力いただきありがとうございました。

30歳代 上以代歳06代歳05代歳04代歳03上以代歳06代歳05代歳04

システムのログインは難しかったですか

コールセンターは役に立ちましたか（利用した場合）

オンライン調査を利用してよかったですか

回答データの送信処理は問題なかったですか

職種 医療職

医療施設調査

き 

り 

と 

り 



アンケートへのご協力のお願い

・ 現在、政府全体でオンライン調査を推進しています。 

・ 医療施設調査及び患者調査においてオンライン調査を推進していくに当たり、その参考資料を得るた

め、患者調査の対象となった施設の皆様に、両調査の調査票提出方法に関するアンケートを実施いたし

ますので、ご協力をお願いいたします。 

・ 平成29年11月30日(木)までに、厚生労働省ホームページからダウンロードしたエクセルファイルに回

答を入力し、メールで送信してください。 

※ メールで送信が出来ない医療施設は、この「調査の手引」巻末の様式を用いてＦＡＸで送信してください。

・ なお、アンケート結果は、医療施設が特定できないように処理した上で公表する場合もありますので、

あらかじめご了承ください。 

１ アンケートファイルのダウンロード・入力 

① アンケートファイルをダウンロードします。 

（ファイル形式：Microsoft Excel 2010 (*.xlsx)）

◎ アンケート用紙掲載場所 

→ 厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/） 

→ 政策について 

→ 組織別の政策一覧（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/soshiki/） 

→ 政策統括官（統計・情報政策担当） 

→ 「平成29年患者調査にご協力ください」 

② ダウンロードしたアンケートファイルに回答を入力して保存します。

２ アンケートファイルの送信 

アンケートファイルをメールで送信します。 

◎ アンケート送信アドレス（回答専用） → iryokanja@mhlw.go.jp

・メールのタイトルは「オンライン調査アンケート」としてください。

・メール本文への記入は不要です。アンケートファイルのみ添付して送信してください。

・このメールアドレスは平成29年12月31日まで有効です。

※ メールで送信できない医療施設は、ＦＡＸで送信してください。（送信票の添付は不要です） 

○ FAX送信先 → ０３－３５９５－１６３６ 

厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室 

患者統計係 あて
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施設管理者の皆様へ 

 

 厚生労働省の各種統計調査につきましては、かねてから格別のご協力をいただき、厚く

御礼申し上げます。 

 患者調査は、医療施設を利用する患者の疾病構造等を地域別に明らかにし、今後の医療  

行政の基礎資料を得ることを目的として、３年に一度、500床以上の全ての医療施設及び 

全国から層化無作為抽出※により選ばれた医療施設において実施いたします。 

（※ 歯科診療所については、都道府県別に抽出した約1,300施設） 

 今回、平成29年調査を実施するに当たり、貴施設にも調査への回答をお願いすることにな

りました。 

 本調査におきましては、施設管理者の皆様をはじめとする調査関係者のご尽力があって 

はじめて、信頼性と正確性の高い統計を得ることができます。 

 この『調査の手引』は、重複や脱漏なく正確・円滑に本調査に回答していただけるよう、

調査票の作成やとりまとめ等の具体的な方法について説明したものです。 

 貴施設におかれましては、ご負担をおかけすることになりますが、調査の趣旨をご理解 

いただき、本書を活用されまして、正確かつ迅速な患者調査の実施にご協力いただきます 

ようお願いいたします。 

  なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計となっており、調査票に記載された事項を  

統計目的以外に用いることはありません。また、皆様に不利益なことのないよう、秘密の 

保持には万全を期しております。どうか、調査の円滑な実施にご協力いただきますよう、 

重ねてお願い申し上げます。 

 

              厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当） 
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１．調査の対象、調査日 

次のとおり調査を実施します。 

 

調査票名 歯科診療所票 

調査対象者 10月の調査日（厚生労働省が指定する１日※）に外来で診療したすべての患者 

※ 別紙「調査ご協力のお願い」に調査日を明記してありますので、必ずご確認 

ください。 

調査票作成方法 患者１人につき１枚ずつ作成 

 

「調査ご協力のお願い」の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設番号 （○○県）  Ｄ－００１ 

調 査 日 １０月１７日 

調査の対象 外来 

調査ご協力のお願い 

10/17(火)、10/18(水)、10/20(金)の

いずれか１日を指定しています 
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２．調査票提出方法 

調査票は以下の３つの方法により提出が可能です。 

注意 調査票は、同一の方法により提出してください。 

     例：歯科診療所票をすべてオンライン調査票に入力して提出。 

紙の調査票や電子調査票とは混在していない。 

 

１ オンライン調査票（インターネット）（新規、一部の診療所で利用可） ⇒５～８ページ 

・  政府統計共同利用システムのオンライン調査システム（以下、「オンライン調査システム」と

いう。）にログインしてオンライン調査票（エクセルファイル）をダウンロードし、調査票デー

タを入力します。入力後のファイルは、オンライン調査システムで送信処理を行うことでインタ

ーネットによる提出が完了します。 

・  オンライン調査が利用できる診療所は、別紙「調査ご協力のお願い」に「政府統計コード」等

が印字してあります。⇒５ページの例示 

・ 「政府統計コード」等の印字がない診療所では、電子調査票または紙での提出をお願いします。 

 

２ 電子調査票（ＣＤ－Ｒ等） ⇒９～10ページ 

  ・ 厚生労働省ホームページから電子調査票（エクセルファイル）をダウンロードし、調査票デー

タを入力します。 

・ 入力後のエクセルファイルをＣＤ－Ｒ等に保存し、保健所に提出します。 

 

３ 調査票（紙） 

  保健所から配布される紙の調査票です。記入後、保健所へ提出します。⇒11ページ 

 

 

 

 

 

 

 OK 

１

2
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患者調査では、政府統計共同利用システムのオンライン調査システム（以下、「オンライン調査システ

ム」という。）を利用したオンライン調査を導入しています。オンラインから回答すると次のようなメリ

ットがありますので、ぜひご利用ください。 

 

◆ オンライン調査のメリット 

・ 24時間、いつでも回答が可能です。 

・ 調査票（紙・CD-R等）の発送や管理が不要です。発送料も不要です。 

・ 診療所内で管理している既存の電子化された患者情報を読み込むことにより、 

調査票を効率的に作成できます（※）。 

※ 電子調査票(ＣＤ－Ｒ等)も同じ 

 

◆ オンライン調査システムの概要（総務省ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 医療施設がオンライン調査を利用する際に必要な機器環境 

オンラインで回答するには、通信環境・パソコン環境が整っている必要があります。 

⇒５ページ オンライン調査を利用できる診療所 

  

患者調査はオンラインからの回答が便利です 
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３．オンライン調査票(インターネット)の作成・提出 

・  オンライン調査票（エクセルファイル）は、インターネットにより提出します。（⇒３ページ） 

⇒ 調査票の送付が不要となる等、調査事務の省力化に繋がりますので、ぜひご活用ください。 

⇒ インターネット上のデータの送受信は、SSL/TLS暗号化通信によりセキュリティが確保されてい

ます。

 

 

 

 オンライン調査を利用できる診療所  
 

⇒ 以下の１、２両方の条件を満たした場合に、オンライン調査を利用できます。 

 
 

１ 別紙「調査ご協力のお願い」にＩＤ等が印字されている場合 
 

別紙「調査ご協力のお願い」に、政府統計オンライン調査総合窓口からログインするための「政府

統計コード」「調査対象者ＩＤ」「確認コード」が印字してある診療所では、オンライン調査の利用

が可能です。 

⇒ 該当欄に「利用できません」と印字された診療所は、オンライン調査を利用できませんので、

紙の調査票または電子調査票での提出をお願いします。 

 

「調査ご協力のお願い」の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政府統計コード ９Ｎ８Ｍ 

調査対象者ＩＤ xxxxxxxx 

確認コード △△△△△△△△ 

調査ご協力のお願い 

オンライン調査を利用できない

診療所には、「利用できません」

と印字しています 

3
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２ 通信環境・パソコン環境が整っている場合 
 

 ○通信環境 

  ＡＤＳＬ等のブロードバンド環境を推奨します。 

 

 ○パソコン環境 

ＯＳ ： Windows 7 SP1 、Windows 8.1（※1）、Windows 10（※1） 

ブラウザ ： Internet Explorer 11.0(※２) 

表計算ソフト（※3） ： Microsoft Office Excel 2010 以上 

PDF利用ソフト（※4） ： Adobe Reader XI 、Adobe Acrobat Reader DC 
(※1)「デスクトップモード」の場合に限ります。 

(※2) 32bit版での利用に限ります。 

(※3) 表計算ソフトにおける注意事項は以下のとおりです。 

     ・Microsoft Office Excel 以外の表計算ソフトには対応しておりません。 

     ・Excel のマクロ機能を有効にする必要があります。 

(※4) PDF利用ソフトにおける注意事項は以下のとおりです。 

     ・Adobe Reader 以外の PDF利用ソフトには対応しておりません。 

     ・Adobe Reader の環境設定で Java スクリプトが有効になっている必要があります。 

 

 

 オンライン調査票の作成  

⇒ 詳細は、オンライン調査システムまたは厚生労働省ホームページ（⇒９ページ）に掲載している

「オンライン調査利用ガイド」を必ずご一読ください。 

 

１ ログイン （平成29年８月中旬からログインできます） 

① インターネットを起動します。アドレスバー（URL）に https://www.e-survey.go.jp/ と入

力し、「ENTER」キーを押します。 

 

 

② トップページが表示されたら、「ログイン画面へ」をクリックします。 

 

クリック 
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③ ログイン画面が表示されます。 

「調査ご協力のお願い」に印字された「政府統計コード」、「調査対象者 ID」及び「確認コード」を入力

し、「患者調査」を選択して「ログイン」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査票ファイルのダウンロード 

・ オンライン調査票（エクセルファイル）及びオンライン調査利用ガイドをダウンロードします。 

 

 

 

  

調査ご協力のお願い 

政府統計コード ９Ｎ８Ｍ

調査対象者ＩＤ XXXXXXXX
確認コード △△△△△△△△

クリック 

3
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３ 調査票への入力 

・ ダウンロードしたオンライン調査票（エクセルファイル）に、調査票データを入力します。入力

はオフラインでの作業となります。 

・ オンライン調査票には医療施設が保有する既存の電子カルテ等の患者情報を読み込む機能を搭載

しています。 

・ 入力終了後、保存処理を行います。 

保存の際、エラーチェック機能が稼働し、エラー項目にはエラーメッセージが表示されますので、

エラーがなくなるまで修正します。 

 

＜オンライン(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)調査票・電子調査票(CD-R等)・共通 読み込み機能＞ 

◇テキストデータ読み込み機能 

・ 厚生労働省が指定するテキスト形式で調査票データをあらかじめ作成しておくことにより、電子調

査票の該当項目に読み込みます。 

・ 一部空欄の項目があっても読み込みは可能ですが、未入力の項目については、読み込み後に電子調

査票に直接入力します。 

 

 

４ コールセンター 

  ・ 調査期間中のオンライン調査に関するお問い合わせは、専用のコールセンターをご利用ください。

電話番号、開設期間等は厚生労働省ホームページ（⇒９ページ）及びオンライン調査利用ガイドに

掲載します。 

（10月中旬頃を予定） 

 

 

 オンライン調査票の提出  

 

・ オンライン調査票に組み込まれた機能により送信用ファイル（XMLファイル）を生成します。 

・ オンライン調査システムにログインし、送信用ファイル（XMLファイル）を送信します。 

・ 送信処理を行うことでインターネットによる提出が完了とみなされますので、定められた期限までに

送信してください。 

・ 一度提出した後、記入誤り等によりオンライン調査票を再送する場合は、管轄保健所に再送する旨を

連絡した上で、修正のない部分を含めた全データを再送してください。 

・ すべての調査票をオンライン調査システムにより送信する場合は、管轄の保健所長への送付票の郵送

は不要です。 
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４．電子調査票（ＣＤ－Ｒ等）の作成・提出 

 

本調査では、電子調査票（エクセルファイル）により調査票データを作成し、ＣＤ－Ｒ等で提出するこ

とができます。（電子調査票の利用を義務づけているものではありません。） 

電子調査票を利用した場合、紙調査票への記入は不要となります。 

 

 電子調査票利用にあたっての注意点  
 

・ 電子調査票を利用するには、Microsoft社のMicrosoft Excel 2010以降（※）がインストールされた 

Windowsパソコンが必要です。 

(※) 表計算ソフトにおける注意事項は以下のとおりです。 

     ・Microsoft Office Excel 以外の表計算ソフトには対応しておりません。 

     ・Excel のマクロ機能を有効にする必要があります。 

・ 提出の際に使用可能な媒体は、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWとします。 

・ 提出途中での不慮のデータ消去、書き換え防止の観点から、CD-RW、DVD-RW、DVD+RWでの提出は極力

控えてください。 

・ 電子調査票の詳細な利用方法については、厚生労働省ホームページに掲載している「CD-R等利用ガイ

ド」を必ずご一読ください。 

 

 電子調査票の作成  
 

１ 調査票ファイルのダウンロード 

・ 厚生労働省ホームページから、電子調査票（エクセルファイル）及び「CD-R等利用ガイド」をダウ

ンロードします。（平成29年８月上旬に掲載予定） 

掲載場所：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/） 

     → 政策について 

     → 組織別の政策一覧（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/soshiki/） 

     → 政策統括官（統計・情報政策担当） 

     → 「平成 29 年患者調査にご協力ください」 

 

２ 調査票への入力 

・ ダウンロードした電子調査票（エクセルファイル）に調査票データを入力します。 

・ 電子調査票には、医療施設で保有する既存の電子カルテ等の患者情報から該当項目に読み込む機能

を搭載しています。（→８ページ） 

・ 入力終了後、保存処理を行います。保存の際にはエラーチェック機能が稼働し、エラー項目にはエ

ラーメッセージが表示されますので、エラーがなくなるまで修正します。 
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 電子調査票の提出  

 

１ 提出準備 

 ・ 電子調査票に組み込まれた機能により生成される提出用ファイル（Excel形式）だけをＣＤ－Ｒ等

に格納し、以下の内容を本体及びラベル等に記入します。 

・ 提出用ファイルが複数のＣＤ－Ｒ等に渡る場合は、ＣＤ－Ｒ等のそれぞれのラベル等に上記内容及

び「○枚のうち○枚」と記入してください。 

・ ファイルの圧縮は行わないでください。 

 

＜ラベル等に記入する内容＞ 

① 調査名 

② 施設番号、施設名 

③ 施設所在地 

④ 提出年月日 

⑤ 都道府県名、管轄する保健所名 

⑥ 調査票の記録件数 

 

＜ラベル等の記入例＞ 

 

 

２ 提出 

・ データ件数を記入した送付票（⇒18ページ）及びＣＤ－Ｒ等は定められた期限までに管轄の保健所

長に提出してください。 

⇒ メールでの提出は実施していません。 

・ ＣＤ－Ｒ等は、破損しないようにケースに入れるか、緩衝材（段ボール等）で梱包してください。 

・ 提出データは必ずバックアップを取り、保存しておいてください。 
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５．調査票(紙)の記入上の注意 

 

調査票（紙）の記入に際しては次の各事項を守ってください。 

 

・ 記入文字は黒（青）インク又は黒（青）ボ－ルペンなどの消えないインクを使用し、楷書ではっきり

と記入してください。 

 

・ 数字の記入は、１・２・３……のように算用数字（アラビア数字）を用いて記入してください。 

 

・  調査事項のうち選択項目の頭に数字が印刷してあるものは、該当する数字を○で囲んでください。 
 

   例：   １ 男   ２ 女 

 

・ 記入を誤ったときは２本の横線を引いて消し、その行のなるべく上部の余白を用いて正しく記入して

ください。 

※インク消しを用いたり、紙を貼ったり、削って消したり、塗りつぶしたり等はしないでください。 

 

・ 記入後は、カルテ等からの転記ミスがないか、記入漏れがないか確認してください。 

 

・ 調査票（紙）が不足した場合は、追加配布いたしますので保健所まで連絡をお願いします。 
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６．記入要領 
 

 歯科診療所票は、調査日に診療し、個人の診療録（カルテ）に記載したすべての外来患者について作成

します。 

 

【記入要領】 

施設番号 

 

 

患者番号 

 

 

・別紙「調査ご協力のお願い」に記入された施設番号の数字３桁を転記します。 

・番号が３桁に満たない場合（１～99）は、001～099のように「０（ゼロ）」で埋めます。  

 

 記入終了後、１から始まる一連番号を記入し、最後の番号を○で囲みます。 

  例：調査票が全部で５枚の場合、最後の調査票の患者番号は「⑤」とします。 

  

 

(1) 性別 

 

(2) 出生年月日 

 

 

 

(3) 患者の住所 

 

 

 

 

 

(4) 外来の種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1 男 2 女」のいずれかの数字を○で囲みます。 

 

「1 平成 2 昭和 3 大正 4 明治」のいずれかの数字を○で囲み、出生年月日

を記入します。なお、出生年月日が明らかでない場合は、推定年齢を「推定○歳」と

記入します。 

 

・ 「1 当院と同じ都道府県内 2 当院とは別の都道府県」のいずれかの数字を○で囲

みます。 

・ 「2」を○で囲んだ場合は都道府県名を記入します。 

・ 外国人旅行者の場合は、「2」を○で囲み「外国」と記入します。 

・ 住所不定または不詳の場合は「2」を○で囲み、「不詳」と記入します。 

 

該当する数字を１つ選び○で囲みます。 

  

初診 調査日に初めて診療した場合 

 1 通院 患者が来院し、診療を受けた場合 

2 訪問診療 居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な

者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期

的に歯科医師が訪問して診療を行う場合 

再来 ・調査日に再診した場合 

・以前診察を受けたものの、今回は別の傷病で診療を受けた

場合は初診へ 

・前回診療（訪問）月日が平成 28年以前の場合は初診へ 

・調査日に同一患者について通院、訪問診療、歯科医師以外

の訪問が重複した場合は、最初に診療したものを記入 

・前回診療（訪問）月日を必ず記入 
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前回診療 
(訪問)月日 

 

 

 

(5) 傷 病 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 通院 患者が来院し、診療を受けた場合 

4 訪問診療 居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な

者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期

的に歯科医師が訪問して診療を行う場合 

5 歯科医師

以外の訪問 

居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な

者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期

的に歯科医師以外の者が訪問して実施される場合 

 

・ 外来の種別で「3～5」(再来)を選んだ場合は、前回の診療（訪問）月日を記入しま

す。 

・ 前回診療（訪問）月日が平成28年以前の場合は初診とします。 

 

・ 調査日現在、主として治療または検査をしている病態について、「01～16」の中か

ら該当する数字１つを選び○で囲みます。 

・ 抜歯については、その理由となった傷病名によります。 

01 う蝕症 

     … エナメル質初期う蝕を含みます。 

02 歯髄炎、歯髄壊疽
エ ソ

、歯髄壊死
エ シ

 

03 歯根膜炎 

04 歯槽膿瘍、歯根嚢胞 

05 歯肉炎 

06 慢性歯周炎 

07 歯肉膿瘍、その他の歯周疾患 

08 智歯周囲炎 

09 その他の歯及び歯の支持組織の障害 

     … 上記「01～08」以外の歯の疾患をいいます。 

       ＜例＞ 歯の発育及び萌出異常、不正咬合等  

10 じょく瘡性潰瘍、口内炎等 

11 その他の顎及び口腔の疾患 

     … 顎、唾液腺、口腔内、舌、口唇等の疾患をいいます。 

       ＜例＞ 顎嚢胞、顎骨骨髄炎、唾液腺炎、舌炎等 

       ＜除外＞ じょく瘡性潰瘍（傷病名「10」を○で囲みます。） 

12 歯の補てつ（冠） 

13 歯の欠損補てつ（ブリッジ、有床義歯、インプラント） 

14 歯科矯正    

15 外因による損傷 

  … 患者が何らかの外力により損傷を受けた場合 

16 検査・健康診断(査)及びその他の保健医療サービス 

    ＜例＞ 歯科検診、予防処置、診断書の交付 等 
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(6) 診療費等 

支払方法 

 

 

 

【負担区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 調査日における診療費等について、負担区分（「1 自費診療」「2 医療保険等、公

費負担医療」「3 介護保険（介護扶助を含む）」）のうち、該当する数字をすべて選

び○で囲みます。 

・ 「2 医療保険等、公費負担医療」を選択した場合は、支払方法も回答します。 

・ 一部でも費用の支払いが生じた場合は該当します。 

 

 

1 自費診療 

（保険外併用療養費

を含む） 

・診療費、介護サービス費のすべてまたは一部を自費で

支払う場合 

・健康診断（査）のすべてまたは一部を自費で支払う場

合及び保険外併用療養費(※)に係る自己負担分を支払

う場合を含む。 

※前歯部の鋳造歯冠修復、予約に基づく診療等 

・医療保険等により支払った際の自己負担（3割等）は

含まない。 

2 医療保険等、 

公費負担医療 

・診療費を医療保険等または公費負担医療で支払う場合

⇒ 支払方法（01～12）も回答（15～16ページ） 

3 介護保険 

（介護扶助を含む） 

介護サービス費を介護保険または生活保護法による介護

扶助で支払う場合 

 

＜記入例＞  

・ 通常の保険診療（医療）は、「2」のみを○で囲みます。 

 

 

 

 
 

・ 就職等のための健康診断、歯科矯正（保険で給付される場合を除く）は、 

「1」のみを○で囲みます。 

 

 

 

 
 

・ 保険診療(医療)を行っているが、歯冠修復及び欠損補てつに貴金属または特殊な 

補てつを行っている場合（材料差額を含む）は、「1」と「2」を○で囲みます。 

 
 
 
 

1 自費診療（保険外併用療養費を含む） 
2 医療保険等、公費負担医療 
3 介護保険（介護扶助を含む） 

1 自費診療（保険外併用療養費を含む） 
2 医療保険等、公費負担医療 
3 介護保険（介護扶助を含む） 

1 自費診療（保険外併用療養費を含む） 
2 医療保険等、公費負担医療 
3 介護保険（介護扶助を含む） 
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【支払方法】 

Ⅰ医療保険等 

Ⅱ公費負担医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ⅰ医療保険等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Ｉ（医療保険等）」の01～08のうち、該当する数字を１つ 

 「Ⅱ（公費負担医療）」の09～12のうち、該当する数字をすべて 

それぞれ選び、○で囲みます。 

・ 外来当初と調査日における支払方法が異なる場合は、調査日現在の支払方法を記入

します。 

・  「09～12」のみの場合は、Ⅰの「08 その他」には○を付けません。 

・ 業務災害として災害補償保険を申請中のものについては、「06 労働災害・ 

公務災害｣に○を付けます。 

・ ＩとⅡの両方に該当する場合は、それぞれ該当する数字を○で囲みます。 
 
＜記入例＞ 

 

01・02  

健康保険・各種共済 

組合（本人・家族） 

全国健康保険協会管掌健康保険・健康保険組合・各種共済

組合の被保険者または被扶養者として支払われるもの 

03 国民健康保険 

 

・国民健康保険の被保険者として支払われるもの 

・退職者医療制度が適用されているものを除く 

04 退職者医療 

 

・国民健康保険の被保険者であって、退職者医療制度が適

用されているもの 

・健康保険の特例退職被保険者は、退職前に加入していた

医療保険を選択 

05 高齢者医療 

（後期高齢者医療制度）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく健康診査及び

医療の対象とされているもの 

06 労働災害・ 

公務災害 

労働者災害補償保険法・国家公務員災害補償法等の法令に

基づいて業務上、公務上の災害に対して療養補償費が支給

されるもの（療養を給付される場合を含む） 

（6） 1 自費診療 Ⅰ （医療保険等）
（保険外併用
療養費を含む）

01 健康保険・各種共済組合(本人） 05 高齢者医療
（後期高齢者医療制度）

2 02 健康保険・各種共済組合(家族） 06 労働災害・公務災害

03 国民健康保険 07 自動車損害賠償保障法

3 介護保険 04 退職者医療 08 その他
（介護扶助を
含む）

Ⅱ （公費負担医療）

09 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

10

11 生活保護法（医療扶助）

12 その他の公費負担によるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（育成医療、更生医療、精神通院医療）

診 療 費 等
支 払 方 法

　該当するものすべてに
○印をつけてください。

　なお、介護保険サービ
ス利用者で、医療保険
等と公費負担医療を併
用している場合は、それ
らの両方について選択
してください。

医療保険等、
公費負担医療

・ ［負担区分］のうち「2 医療保険等、公費負担医療」を○で囲んだ場合は、 

6
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Ⅱ公費負担医療 

 

07 自動車損害賠償 

保障法 

 

自動車の運行によって傷害を受けた場合で、自動車損害賠

償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険の保険金によ

り、当該傷害の治療費が支払われるもの 

 

08 その他 

 

Ｉの「01～07」、Ⅱの「09～12」のいずれにも該当しない

もの（船員保険、自衛官本人等） 

 

 

 

09 感染症の予防及び

感染症の患者に対 

する医療に関する

法律 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律が適用されているもの 

10 障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律 

（育成医療、更生医療、

精神通院医療） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第58条が適用されているもの 

11 生活保護法 

（医療扶助） 

生活保護法第11条第１項第４号による医療扶助を受けた

もの 

12 その他の公費負担

によるもの 

戦傷病者特別援護法等による公費負担医療によるもの及

び市区町村や都道府県で行っている公費負担医療（乳幼児

医療等）によるもの 
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調査票記入例（歯科診療所票） 

6
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７．調査票の送付手続き 

 

○ 記入後の調査票を患者番号順にまとめ、紙テープで括ります。 

 ⇒ ２束以上になるときは、それぞれの束をまとめた紙テープに「施設番号」及び「○括りのうち○

括り」と記入します。 

○ 送付票を作成します。 

⇒ 施設名、調査票枚数等を記入（19ページの例） 

⇒ 全調査票を電子調査票により提出する場合であっても送付票（紙）の提出が必要 

⇒ 全調査票をオンライン調査票により提出する場合は、送付票（紙）の提出が不要 

○ 送付票・調査票を破損や散逸しないように梱包します。 

○ 送付票・調査票は、定められた期限までに管轄保健所長に提出するようお願いします。 

 

 

 

             

 

 

 

 

※ ｎとは、調査票ごとに一連番号を振っていただいた「患者番号」の最後の数字です。 

  ⇒ 調査票の最後の番号には数字に○をつけます。  

〃 ｎ

〃 ：

歯科診療所票 １

送 付 票

・調査票の種類別に紙テープで括る 

・２括り以上となる場合の紙テープへの記載例

 

【歯科診療所票】 

・患者番号順に並べる 

・調査票の最後の患者番号には、数字に○が

ついているか 

D-001 歯科診療所票 

２ - １ 

D-001 歯科診療所票 

２ - ２ 
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送付票記入例 
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８．調査結果 

 

調査結果につきましては、ご協力いただいた調査票をもとに、地域や患者の特性別等に分類し統計数値

として集計し、患者調査の報告書としてとりまとめており、国における医療行政の基礎資料や、各都道府

県で策定する医療計画の基礎資料となっているほか、一般の方、研究者、報道関係者等に幅広く活用され

ております。 

平成29年調査の結果につきましては、平成30年秋に公表する予定です。 

なお、前回調査（平成26年）の結果につきましては、次ページ、以下の厚生労働省ホームページ及び政

府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

○ 平成26年患者調査の概況 

 （URL）http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/index.html 

 

○ 平成26年患者調査の結果表（報告書上巻・報告書下巻・その他閲覧表） 

 （URL） http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCode=0000010311

67&requestSender=dsearch 

 （または）政府統計の総合窓口(e-Stat) → 統計データを探す → 主要な統計から探す 

→ 社会保障・衛生 → 患者調査 

 

○ 平成26年患者調査の傷病分類編（傷病別年次推移表）  

 （URL）http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/10syoubyo/index.html 
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（参考）平成26年患者調査の主な調査結果  

 

歯科診療所における性・歯科分類別推計患者数（平成26年10月） 
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９．患者調査関係法令 

 

（1）統計法に定められた統計調査 

国や、地方公共団体が統計調査を実施する場合の基本的な事項を定めた法律として統計法（平

成19年法律第53号）があり、患者調査は、この統計法の規定による『基幹統計』となっています。 

また、患者調査に関する事務は、統計法施行令（平成20年政令第334号）の中で、法定受託事

務と位置付けられています。 

 

【統計法】（抄） 

（定義） 

第 2条  

1～3（略） 

4 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。 

  1～2（略） 

  3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指

定するもの 

イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 

ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 

ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う

上において特に重要な統計 

5（略） 

6 この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。 

7～12（略） 

（基幹統計の指定） 

第 7条 総務大臣は、第 2条第 4項第 3号の規定による指定（以下この条において単に「指定」という。）

をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

2 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

3 前 2 項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。 

（命令への委任） 

第 18 条 この法律に定めるもののほか、基幹統計調査の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 

 

【統計法施行令】（抄） 

（地方公共団体が処理する事務） 

第 4条 基幹統計調査に関する事務のうち、別表第 1の第 1欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそ 

れぞれ同表の第 2欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第 3欄に掲げる事務を、市町村 

長（特別区の長を含む。以下同じ。)が同表の第 4欄に掲げる事務を行うこととし、（中略）行うことと 

する。 

2～3（略） 
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（2）患者調査の実施方法 

      調査の時期、調査の対象、調査事項など患者調査を実施するための具体的事項は、「患者調査

規則」（昭和28年厚生省令第26号）に定められています。 

 

【患者調査規則】（抄） 

  （調査の期日） 

  第4条 患者調査は、3年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が

必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。 

（調査客体） 

 第5条 患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。 

 

 

（3）報告義務及び守秘義務 

      患者調査は、医療施設を利用する患者の傷病の状況等、患者の実態を明らかにすることを目的

として実施されています。また、調査票に記載された事項を統計目的以外に用いること、調査で

知り得た事項や調査票の記入内容を他に漏らすことを統計法では禁じており、厳しい罰則も定め

られています。 

 

【統計法】（抄） 

 （報告義務） 

  第 13条 行政機関の長は、（中略）基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項に 

ついて、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 

  2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 

3（略） 

（調査票情報等の利用制限） 

  第 40 条 行政機関の長、地方公共団体の長（中略）は、この法律（中略）に特別の定めがある場合を除き、 

その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供 

してはならない。 

 2～3 （略） 

 （守秘義務） 

 第 41条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘 

密を漏らしてはならない。 

 1～4（略） 

 5 地方公共団体が第 16条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合におい 

て、基幹統計調査に係る調査票情報、（中略）の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員で 

あった者 当該情報を取り扱う業務 

 6 （略） 

 （罰則） 

 第 57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。 

  1 （略） 

  2 第 41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者 

  3 （略） 

  2 （略） 

 

9

　11_調査の手引（歯科診療所）� Ｓ2017.06.22校了　　11_調査の手引（歯科診療所）� Ｓ2017.06.22校了　



- 24 - 
 

 

第 59 条 第 41 条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を、自己又は第三者の不正な利 

益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

  2 （略） 

第 60 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

  1 第 13 条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者 

   2 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者 

第 61 条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

  1 第 13 条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 

  2～3 （略） 

 

【患者調査規則】（抄） 

 （報告の義務） 

 第9条 第5条の規定により指定された医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票

に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければ

ならない。 
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10．質疑応答 

 

【調査日】 

問１  調査日とは、その日の午前０時からいつまでか。 

（答） 調査日とは、その日の午前０時から翌日の午前０時までです。 
 

問２  調査日が休診の医療施設は調査日を変更して調査すべきか。 

（答） 調査日は変更しません。なお、休診であっても､救急の外来患者があった場合はその患者につ

いて調査票を作成します。 
 
 

【調査票】 

問３  調査票作成の段階で欄外にＩＤ番号や患者名を記入してもよいか。 

（答） 記入しても結構ですが、提出の際は患者が特定されないような措置をお願いします｡ 
（例：鉛筆で書いて消しゴムで消す､塗りつぶす等） 
 
 

【提出方法】 

問４  同一の施設で、オンライン調査票、ＣＤ－Ｒ等と調査票（紙）とを混在して提出することは

可能か。 

（答） 同一患者の重複提出を避けるため、どちらか一方の方法により提出するようお願いします。 
 
問５  オンライン調査票を利用したいが、「調査ご協力のお願い」のコード欄に「利用できません」

と印字してある。利用する方法はないのか。 

（答） 患者調査におけるオンライン調査では、調査系統に属する自治体・医療施設でオンライン環境

が整った場合のみ、利用が可能となります。よって、「調査ご協力のお願い」に「利用できませ

ん」と印字された医療施設につきましては、その医療施設の属する調査系統である管轄保健所・

都道府県でのオンライン調査環境が整っていないこと等から、今般利用できないこととなってお

ります。 

    大変お手数ではありますが、「紙の調査票」または「電子調査票」をご利用いただけるようお

願いします。 
 
 

  

10
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【調査対象】 

問６  市町村主催の健康診断を施設が受託している場合、健康診断を受けに来た患者は調査対象と

なるか。 

（答） 診療録（カルテ）を作成している場合は調査票を作成し、「（5）傷病名」の「15 検査・健康診

断（査）及びその他の保健医療サービス」に○を付けます。 
 
 

【調査項目】 

○ 外来の種別 

問７  調査日に治療を受けた傷病とは別の傷病で過去に施設を訪れていた場合、「初診」、「再来」の

どちらに該当するのか。 

（答） 「初診」とします。 ⇒ 問１１参照 
 
問８  電話再診の場合、「3 通院」、「4 訪問診療」のどちらか。 

（答） 「3 通院」とします。 
 
問９  調査日の午前中に歯科医師が、午後には歯科衛生士が訪問診療を行った場合、「外来の種別」

は「4 訪問診療」、「5 歯科医師以外の訪問」のどちらに該当するか。 

（答） 調査日に同一患者について通院、訪問診療、歯科医師以外の訪問が重複した場合は、最初に診

療したものを選択します。本問の場合は「4 訪問診療」に該当します。 
 
 

○ 傷病名 

問１０  健康診断を受けた患者に異常が見つかり、そのまま治療を受けた場合、「傷病名」は「15 検

査・健康診断（査）及びその他の保健医療サービス」、「01～14（治療を受けた傷病名）」のど

ちらか。また、「診療費等支払方法」について、健康診断にかかった分と治療にかかった分を

別々に支払うケースと、治療にかかった分も健康診断の診療費の一部として支払うケースと

があるが、どのように記入すべきか。 

（答） 「01～14（治療を受けた傷病名）」とします。 
    「診療費等支払方法」については、例えば治療があったとしても健康診断の一部とみなしすべ

て公費負担になるのであれば、「12 その他の公費負担によるもの」とします。 

    また、治療にかかった費用は患者の医療保険から支払うのであれば、医療保険の中で該当する

ものに○を付けてください。 

 
問１１  複数の傷病名がある場合、何を基準にして主たる傷病名を選ぶべきか。診療報酬の高い傷

病名を主たる傷病名としてよいか。 

（答） 歯科医師の判断により、より重い傷病名を記入します。必ずしも、より重い傷病名が高い診療

報酬とはなりませんので、ご注意ください。 
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問１２  う蝕症で通院していた患者が、調査日に異なる傷病で診療を受けた場合、「傷病名」はどち

らを記入するのか。 

（答） 調査日に主に診療した傷病名に○を付けます。 ⇒ 問６参照 
 
問１３  数年前に歯の治療を行ったが、歯冠が外れてしまい、今回はその修復のみを行った。この

場合の「傷病名」はどれに該当するか。 

（答） 歯冠修復は「12 歯の補てつ（冠）」とします。 

 

 

○ 診療費等支払方法 

問１４  当初、医療保険適用だった患者が途中から介護保険適用になった場合、「診療費等支払方法」

はどのように記入するのか。 

（答） 調査日時点での診療費支払方法を記入します。本問の場合、調査日時点で介護保険が適用され

ているので「3 介護保険（介護扶助を含む）」とします。 
 
問１５  国民健康保険の加入者で、市の公費負担医療を受けている場合、「診療費等支払方法」はど

う記入すべきか。 

（答） 条例等により公費負担医療を受けている患者は、以下の３つに○を付けます。 

・「2 医療保険等、公費負担医療」 

・「Ⅰ（医療保険等）」は、その患者の加入している保険（この場合「03 国民健康保険」） 

・「Ⅱ（公費負担医療）」は、「12 その他の公費負担によるもの」 

 
問１６  交通事故の治療費について、医療保険を使って支払われたが、自動車損害賠償責任保険が

今後下りる場合、「診療費等支払方法」はどう記入すべきか。 

（答） 自動車損害賠償責任保険の適用が決定しているのであれば、「07 自動車損害賠償保障法」とし

ます。 

 

問１７  自動車事故の任意保険で支払った場合の「診療費等支払方法」はどれに該当するか。 

（答） 任意保険で支払った部分については 「1 自費診療（保険外併用療養費を含む）」に該当します。 

 
問１８  健康保険の特例退職被保険者の「診療費等支払方法」はどれに該当するか。 

（答） 退職前に加入していた医療保険が該当します。 
 
問１９  高齢受給者制度の適用を受ける患者は、どう記入すべきか。 

（答） 「Ⅰ（医療保険等）」では、加入している医療保険に○を付け、「Ⅱ（公費負担医療）」に該当

するものがあれば、こちらにも○を付けます。 
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問２０  ２つの傷病を有する外来患者について、一方の支払いは労働災害、もう一方の傷病は他の

支払方法で支払い、診療録（カルテ）が２枚ある。調査票は診療録１枚ずつ作成すべきか。

（答） 別々の傷病でそれぞれ診療録がある場合、調査票は２枚作成してください。 
 
 

【その他】 

○ 個人情報保護 

問２１  診療録（カルテ）に記載された情報を患者の同意なしに調査票へ転記するのは、個人情報

保護法に違反するのではないか。 

（答） 個人情報保護法における「利用目的による制限」及び「第三者提供の制限」について、法令に

基づく場合は本人の同意を得る必要はないとされています。 

患者調査は統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく基幹統計調査であり、本人の同意を得ず

に診療録情報を調査票に転記する場合であっても個人情報保護法に違反するものではありませ

ん。 

 なお、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成 29

年 4 月 14 日、個人情報保護委員会・厚生労働省）」においても、「利用目的による制限」及び「第

三者提供の制限」の例外として、法令に基づく場合は「本人の同意を得る必要はない」と明記さ

れています。 
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アンケートへのご協力のお願い

・ 現在、政府全体でオンライン調査を推進しています。 

・ 医療施設調査及び患者調査においてオンライン調査を推進していくに当たり、その参考資料を得るた

め、患者調査の対象となった施設の皆様に、両調査の調査票提出方法に関するアンケートを実施いたし

ますので、ご協力をお願いいたします。 

・ 平成29年11月30日(木)までに、厚生労働省ホームページからダウンロードしたエクセルファイルに回

答を入力し、メールで送信してください。 

※ メールで送信が出来ない医療施設は、この「調査の手引」巻末の様式を用いてＦＡＸで送信してください。

・ なお、アンケート結果は、医療施設が特定できないように処理した上で公表する場合もありますので、

あらかじめご了承ください。 

１ アンケートファイルのダウンロード・入力 

① アンケートファイルをダウンロードします。 

（ファイル形式：Microsoft Excel 2010 (*.xlsx)）

◎ アンケート用紙掲載場所 

→ 厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/） 

→ 政策について 

→ 組織別の政策一覧（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/soshiki/） 

→ 政策統括官（統計・情報政策担当） 

→ 「平成29年患者調査にご協力ください」 

② ダウンロードしたアンケートファイルに回答を入力して保存します。

２ アンケートファイルの送信 

アンケートファイルをメールで送信します。 

◎ アンケート送信アドレス（回答専用） → 

・メールのタイトルは「オンライン調査アンケート」としてください。

・メール本文への記入は不要です。アンケートファイルのみ添付して送信してください。

・このメールアドレスは平成29年12月31日まで有効です。

※ メールで送信できない医療施設は、ＦＡＸで送信してください。（送信票の添付は不要です） 

○ FAX送信先 →  

厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室 

患者統計係 あて

11_調査の手引き（歯科診療所）表2-3 Ｓ2017.06.22校了

SKVLK
テキストボックス
※アンケート送信アドレスおよびＦＡＸ送信先は、　保健所から配布された印刷物にてご確認願います。
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アンケートへのご協力のお願い 

調査票の提出方法に関するアンケート 

【 歯科診療所用 】

Ｑ１　施設の種類をお答えください。

病院 一般診療所 歯科診療所

Ｑ２　今回利用した提出方法をお答えください。（あてはまるものすべて）

調査票（紙） オンライン調査 調査票（紙） CD-R等（電子調査票） オンライン調査

【調査票（紙）またはCD-R等（電子調査票）で提出した場合 】

Ｑ３　オンライン調査を利用しなかった理由をお答えください。（あてはまるものすべて）

【オンライン調査を利用した場合 】

Ｑ４　オンライン調査を利用した感想について以下の質問にお答えください。

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

はい いいえ

はい いいえ

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

えいいいはえいいいは

Ｑ５　アンケートの回答者についてお答えください。

職務事職療医職務事

調査票（紙）の方が記入内容や入力内容を確認しやすいから

FAX送信先：
厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室宛

調査票の提出方法に関するアンケート
（平成２９年医療施設静態調査・患者調査）

「医療施設静態調査」及び「患者調査」それぞれについて、あてはまるものにチェック☑を入れてください。

査調者患査調設施療医

査調者患査調設施療医

調査票（紙）の方が記入や入力がしやすいから

調査票（紙）の方が作業を分担しやすいから

調査票提出の院内手続き上、紙が必要だから

オンライン調査システムはログイン等が難しい・面倒だから

動作環境（インターネット接続の有無、OS、ソフト等）が合わないから

オンライン調査で回答を試してみたがうまくいかなかったから

うまくいかなかった具体的理由　（自由記載）

情報漏洩、セキュリティが心配だから

その他オンライン調査を利用しなかった理由　（自由記載）

査調者患査調設施療医

患者調査

オンライン調査票の入力作業は面倒でしたか

オンライン調査票の動作は重たかったですか

オンライン調査票の入力チェックは厳しかったですか

ＤＰＣ調査データ読み込み機能は便利でしたか（利用した場合）

レセプトデータ読み込み機能は便利でしたか（利用した場合）

コールセンターがあることを知っていましたか

コールセンターへは繋がりやすかったですか

問題があった場合の具体的内容／
その他の問題点　（自由記載）

年齢 下以代歳02下以代歳02

ご協力いただきありがとうございました。

30歳代 上以代歳06代歳05代歳04代歳03上以代歳06代歳05代歳04

システムのログインは難しかったですか

コールセンターは役に立ちましたか（利用した場合）

オンライン調査を利用してよかったですか

回答データの送信処理は問題なかったですか

職種 医療職

医療施設調査

き 

り 

と 

り 
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